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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２６年１月９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年１月２４日 ０２時３９分ごろ 

発生場所 福岡県宗像
むなかた

市筑前大島北西方沖 

筑前大島灯台から真方位３１７°１１.５海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°０２.９′ 東経１３０°１５.２′） 

事故調査の経過 平成２５年１月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 KEY
キ ー

 LIGHT
ラ イ ト

（パナマ共和国籍）、４３,６５６トン 

９４９０１２９（ＩＭＯ番号）、CENTENARY MARITIME S.A.（パ

ナマ共和国籍） 

   ２２９.００ｍ×３２.２４ｍ×２０.２０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、９,７５０kＷ、２０１２年１０月１５日 

Ｂ 漁船 孝
こう

勇
ゆう

丸、９.１トン 

   ＳＮ２－３００５（漁船登録番号）、個人所有 

   １４.７０ｍ（Lr）×３.０５ｍ×１.１６ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４２７kＷ、昭和５８年１１月１８日 

   第２５２－１７７８９号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（フィリピン共和国籍） 男性 ５９歳 

締約国資格受有者承認証 船長 （パナマ共和国発給） 

    交付年月日 ２０１１年９月１４日 

（２０１６年７月１１日まで有効）          

  二等航海士Ａ（フィリピン共和国籍） 男性 ４２歳 

締約国資格受有者承認証 二等航海士 （パナマ共和国発給） 

    交付年月日 ２０１１年１１月１４日 

（２０１６年１０月１３日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５７歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５１年６月４日 

    免許証交付日 平成２３年７月１２日 

           （平成２８年８月１１日まで有効） 

 死傷者等 なし 
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 損傷 Ａ 左舷後部外板に擦過傷 

Ｂ 船首部に亀裂及び凹損 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び二等航海士Ａほか１９人が乗り組み、石炭２

０,０００t を積載し、平成２５年１月２４日未明筑前大島北西方沖を

関門港に向けて東進していた。 

船長Ａは、二等航海士Ａが船橋当直中の０２時１５分ごろ、関門海

峡海上交通センターへの通報準備等のために昇橋し、Ａ船の周囲を確

認した後、明かりを点けた海図台の区画のカーテンの中で事務作業を

行っていた。 

二等航海士Ａは、甲板員Ａと共に見張りを行いながら、自動操舵で

東進していたところ、０２時２８分ごろレーダーでＡ船の左舷船首方

から接近するＢ船を探知し、ＡＲＰＡでこの映像を捕捉した。 

二等航海士Ａは、Ｂ船がＡ船の後方を通過すると判断したが、最接

近距離が近いので、携帯式昼間信号灯を使用してＢ船に照射を繰り返

していたところ、Ｂ船が避航する様子を見せないので、甲板員Ａに右

舵を取らせた。 

船長Ａは、二等航海士Ａの操舵号令を聞いて海図台の区画から出た

ところ、至近にＢ船の緑灯及び紅灯を認め、衝突は避けられないもの

と思い、キックを利用して衝突の衝撃を緩和するため、左舵一杯を命

じた直後、０２時３９分ごろ、筑前大島灯台から真方位３１７°１

１.５Ｍ付近において、Ａ船の左舷船尾外板とＢ船の船首が衝突し

た。 

 船長Ａは、衝突後、直ちに衝突の事実を海上保安庁に通報した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、２４日未明、筑前大島北西方沖

を長崎県壱岐市郷ノ浦港に向けて自動操舵によって７～８ノットの対

地速力で南西進していたが、船長Ｂは、２０時間ほどの航程を途中で

休憩せず、操舵室後部の床の上に座り、時々、レーダー及びＧＰＳを

見るだけであった。 

船長Ｂは、南西進を続けていたところ、船首が大波に叩かれるよう

なショックを感じ、その後、約１時間半経過した頃、月明かりで船首

の損傷に気付き、海上保安庁に船首の損傷について通報した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 西北西、風力 ２、視界 良好 

月没時刻：０４時４９分、月齢 １０.８ 

海象：潮汐 上げ潮の初期 

 その他の事項 

 

船長Ｂは、操舵室前部に航海計器等が積み重なり、起立しなければ

目視で見張りを行うことができない状況であったが、操舵室後部の床

の上に胡座
あ ぐ ら

をかいて座っていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 
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 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、筑前大島北西方沖を東進中、二等航海士Ａが、左舷船首方

からＡ船に接近するＢ船に気付き、昼間信号灯を照射しても、Ｂ船が

同じ針路及び速力で航行を続けていたが、針路及び速力を保持して航

行したことから、Ｂ船との衝突を避けようとして右舵を取ったもの

の、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、操舵室海図台の区画で事務作業中、二等航海士Ａの操舵

号令を聞いて海図区画から出たところ、至近に接近したＢ船を認めて

衝突は避けられないものと思い、キックを利用して衝突の衝撃を緩和

しようとして左舵一杯を命じた直後、両船が衝突したものと考えられ

る。 

Ｂ船は、筑前大島北西方沖を自動操舵で南西進中、船長Ｂが、

時々、レーダー及びＧＰＳを見るだけであり、見張りを適切に行って

いなかったことから、Ａ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えら

れる。 

原因  本事故は、夜間、筑前大島北西方沖において、Ａ船が東進中、Ｂ船

が南西進中、二等航海士Ａが、左舷船首方からＡ船に接近するＢ船に

気付き、昼間信号灯を照射しても、Ｂ船が同じ針路及び速力で航行を

続けていたが、針路及び速力を保持して航行し、また、船長Ｂが見張

りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生し

たものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・大型船舶と小型船舶とが接近して衝突の虞がある場合、保持船の

大型船舶の船橋当直者は、自船の操縦性能を考慮し、避航船の小

型船舶が衝突を避けるための適切な動作をとっていないことが明

らかになったときは、直ちに衝突を避けるための動作をとるこ

と。 

・船橋当直者は、視覚、聴覚及びそのときの状況に適した他の全て

の手段により、常時適切に見張りを行うこと。 

 


